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第 １１ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年１１月１８日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1岡安 俊也 ・ 2川邊 千秋・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明 

           5前川 洋子 ・ 8喜多 義幸・ 9木下 伸裕 ・10小粥 文夫 

          11清水 喜代己・13丸山 耕一・19太田 義政 ・23水谷 隆 

以上１２名 

 

欠 席 委 員   12藤田 直樹・21坂野 大徹 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀次長・横井主幹・和田主査 

 

総 合 支 所   河芸：本郷担当副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 

          美里：谷川担当主幹  安濃：江副担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者   1岡安 俊也・ 9木下 伸裕 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について 
 

 議案第１号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和４４年政令第四十五号）第 

       ３条第１項において準用する第３条第２項の規定による津市農業振興地域整 

       備計画変更案に関する意見書の提出について 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第１１回の第１農地部会を開催いたします。 

       本日の欠席は１２番 藤田 直樹委員、２１番 坂野 大徹委員の２名でご

ざいまして、出席委員は１２名ということになります。 

       本日の議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。１番 岡安 

俊也委員、９番 木下 伸裕委員、よろしくお願いいたします。 

       まず、会長専決等の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから３ページお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。                                  

       番号１から１２で、件数は１２件、合計面積は５１,７４５．００㎡で、その

内訳は田が４９,８６７.００㎡で畑が１,８７８.００㎡でございます。    

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

                                          

       ４ページから１１ページをお願いいたします。              

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１８で、件数は１８件、合計面積は７１,８４４．８２㎡で、その

内訳は田が５１,７６１．００㎡、畑が１９,７２２．８２㎡、その他が３６１．

００㎡でございます。                          

       これらにつきましては、相続の届出でございます。            

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

                                         

 １２ページをお願いします。                      

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。                                

       番号１、番号２ 道路拡幅用地 

       番号３ 一般個人住宅用地                       

       以上、件数は３件、合計面積は２５４．１４㎡で、その内訳は田が１３．１

４㎡で、畑が２４１.００㎡でございます。                 

     

       １３ページをお願いします。                      

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。                         

       番号１ 宅地分譲用地（１０区画）                   

       番号２、番号３ 一般個人住宅用地                   

       番号４ 倉庫用地                           

       番号５ 宅地分譲用地                         

       番号６ 宅地造成                          

 以上、件数は６件、合計面積は３,９８８．００㎡で、その内訳は田が３,５ 

      ５７．００㎡、畑が４３１㎡でございます。 

 



 3 

       １４ページをお願いします。                      

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸 

      借）、でございます。                           

       番号１ 一般個人住宅用地                       

       以上、件数は１件、合計面積は２９６．００㎡で、すべて畑でございます。 

                                           

       １５ページをお願いします。                       

       報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。     

       番号１     、主たる耕作物 香料作物、水稲、耕作面積 田で４２． 

      ０ha、畑で２．１０ha、合計４４．４０ha。           

    

       番号２     、主たる耕作物 小麦、大豆、耕作面積 田で１１．５０

ha。 

       以上件数は２件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべ 

      てを満たしております。                         

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条第１項におい 

て準用する第３条第２項の規定による津市農業振興地域整備計画変更案に関す 

る意見書の提出について、事務局の説明をお願いします。          

 

事 務 局   別冊の議案第１号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条第１項

において準用する第３条第２項の規定による津市農業振興地域整備計画変更案

に関する意見書の提出について、でございます。 

       農業振興地域の農用地区域内の農地を農用地以外の用途に供する場合には、

農用地区域からの除外が必要になります。市では原則１月と７月の年２回、除

外の申出を受け付けており、その申出の内容が農業振興地域の整備に関する法

律第１３条第２項に規定されている６つの要件を全て満たすかを判断しており

ます。 

       また、農業振興地域の農用地区域外の農地を新たに農用地区域として設定す

る場合、農業振興地域の整備に関する法律第１０条第３項の各号に掲げる要件

を満たすかを判断しております。 

       また、意見書の提出につきましては、市は農業振興地域の整備に関する法律

施行規則第３条の２第２項の規定により準用する同条第１項の規定により、農

業振興地域整備計画の変更を行うときは、農業委員会へ意見を聴取することと

なっています。農業委員会は「農業振興地域制度に関するガイドライン第１１」

に基づき、本市整備計画の推進に必要な農地の流動化等農地の利用関係の調整、

集団化等の構造政策の推進上重要な役割を担っており、これらの施策が適切に

行われるよう意見書を提出します。                   

                                    

       それでは、議案書に基づき説明をさせていただきます。 

       １ページから３ページに、除外・編入箇所一覧表で、番号１から番号５、番

号７が農用地区域からの除外で、番号８が農用地区域への編入です。４ページ

以降、それぞれの付図がつけてあります。                 
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       それでは、１ページから順に説明をいたします。 

       番号１、高野尾町西豊久野、面積 １，０５９㎡。 

       除外理由 歯科医院でございます。 

 

       番号２、大里山室町西川原、面積 ７６１㎡。 

除外理由 農家分家住宅でございます。 

 

       番号３、河芸町南黒田八之坪、面積 ５８３㎡。             

       除外理由 農家分家住宅でございます。                 

 

       番号４、芸濃町椋本大笹、面積 ３，６１９㎡。             

       除外理由 駐車場及び資材置場でございます。             

  

       番号５、河芸町南黒田山王、面積 ３９９．９９㎡。           

       除外理由 農家分家住宅でございます。                 

 

       番号７、芸濃町椋本西富家、面積 ６，６４７㎡。           

 除外理由 駐車場及び資材置場でございます。              

 

       番号８、美里町高座原宮之前、面積 １，３６１㎡。 

       編入 中山間地域等直接支払交付金の事業を実施予定でございます。    

 

       以上、農用地区域からの除外６件につきましては、いずれの案件も地域計画 

      の達成に支障はなく、付図からも集団農地の端であり、一団の農用地の集団化 

      を損なうものではないため、農地の利用集積、集約化への支障はないものと考

えます。                                

       また、農用地への編入１件につきましては、農用地と連坦しており、地域計

画の区域内農地となっていることから農地の利用集積、集約化の推進に寄与す

るものと考えられます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

       担当地区の委員さんにおかれましては、見ていただいておると思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、これらの案件につきまして適正であると認め、津市に意見書とし

て提出することといたします。 

       次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移

転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、で 
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      ございます。 

       番号１、地区 藤水、申請地 藤方上り坂、登記地目・現況地目とも畑、面

積 ４６３㎡。                             

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は管理困難のためです。      

                                    

       番号２、地区 新町、申請地 南河路備後、登記地目 田、現況地目 畑、

面積 ２４８㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号３、地区 栗真、申請地 栗真小川町中沢、登記地目・現況地目とも畑、

面積 ４７９㎡。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号４、地区 神戸、申請地 野田浜垣内、登記地目・現況地目とも畑、面

積 ２４７㎡。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号５、地区 片田、申請地 片田長谷場町角ド、登記地目 田、現況地目

 畑、面積 １，２５２㎡ 外５筆、合計面積 ９，７５０㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       １７ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 豊津、申請地 河芸町一色中起、登記地目・現況地目とも畑、

面積 ３８３㎡。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号７、地区 明、申請地 芸濃町中縄下興、登記地目・現況地目とも田、

面積 ２，０８５㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号８、地区 明合、申請地 安濃町戸島南在神、登記地目・現況地目とも

田、面積 ７８２㎡ 外４筆、合計面積 ６，１６１㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は遠方による耕作不便のためです。 

 

       番号９、地区 村主、申請地 安濃町今徳天野山、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ２６７㎡。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       以上、件数は９件、合計面積は２０，０８３㎡で、このうち田が１６，２９

４㎡で、畑が３，７８９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 
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       番号１、地区 藤水、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認をしたところ、特に問題はありませんので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 新町、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。７日に地元の推進委員と現地確認しました。問題

ございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 栗真、お願いします。 

 

水谷委員   ２３番、水谷です。本日欠席の坂野委員に現地確認に行っていただきました。

特段問題ないという報告をいただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号４、地区 神戸、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。地元推進委員さんも特に問題ないということですので、よ

ろしくお願いします。                          

 

議  長   番号５、地区 片田、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。地元推進委員さんも特に問題ないということですので、よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   番号６、地区 豊津、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。推進委員と事務局と現場を見ましたが、別に問題ありませ

んでしたので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号７、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。１１月８日に現地確認をいたしまして、特に問

題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 明合、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題として報告するべきところは

ありませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号９、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題ということで報告すべき点は

ございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   分かりました。ありがとうございます。 
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       番号１から番号９について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定

をいたします。 

       次に、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 大里、申請地 大里窪田町中鳶、登記地目・現況地目とも田、

面積 ４５３㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地で、不許可の例外に該当するものと判断されます。 

 

       番号２、地区 高野尾、申請地 高野尾町下り町、登記地目 畑、現況地目

 宅地、面積 ４．７３㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。３０年ほ

ど前から家を建築し、庭として使用していた旨の始末書の提出がありますこと

から、これを追認しようとするものです。                 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 白塚、申請地 白塚町小山、登記地目 畑、現況地目 宅地、

面積 ７６３㎡。 

       これにつきましては、申請地を冷凍倉庫及び進入路とするものです。昭和６

２年に水産業を営んでいた地権者が、海産物の冷凍・保存のために倉庫を建築

した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 神戸、申請地 野田柳谷、登記地目 畑、現況地目 宅地、

面積 １０９㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。平成１２

年の隣地への住宅建替え時に、対象地を庭とした旨の始末書の提出があります

ことから、これを追認しようとするものです。               

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 神戸、申請地 半田和屋、登記地目 畑、現況地目 雑種地、

面積 ２９４㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場及び農業用倉庫、資材置場とするもの

です。昭和６１年３月頃から農業用倉庫・資材置場・駐車場として利用してい

た旨の経緯書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号６、地区 雲林院、申請地 芸濃町雲林院松之浦、登記地目・現況地目

とも田、面積 ３０１㎡のうち１５１．１６㎡。 

       これにつきましては、申請地を車庫建築用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 安濃、申請地 安濃町安濃天伯、登記地目 畑、現況地目 宅

地、面積 １７１㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。昭和５９年から

診療所の駐車場としていた旨の始末書の提出がありますことから、これを追認

しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 明合、申請地 安濃町戸島川南、登記地目 畑、現況地目 宅

地、面積 ２２４㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和３０

年に住宅を建築した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しよう

とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は８件、面積は２，１６９．８９㎡で、このうち田が６０４．１

６㎡で、畑が１，５６５．７３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       また、今回の農地法第４条第１項の規定による許可申請のうち、農業委員会

等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当します案件がございますの

で、ご審議いただくに当たりましてご配慮いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、始めに農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

       整理番号１についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件につきまして、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現場を確認させていただきました。何ら問題がないと判断

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い 

      ます。いかがでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。それでは、番号１については、許可をすることに決定

をいたしますので、    委員は入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いい

たします。 

       番号２、地区 高野尾、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。この件につきましても何ら問題はございません。よろしく

お願いいたします。 

 

議  長   番号３、地区 白塚、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。１１月７日に地元推進委員と現地確認を行いました。事務

局説明のとおりで問題ありませんでしたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号４と５、地区 神戸、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。１１月７日に地元推進委員さんと現地確認し、特に問題あ

りませんので、事務局の説明どおりですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号６、地区 雲林院、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下でございます。現地確認しましたが、特段問題ございません。よ 

      ろしくお願いします。 

 

議  長   番号７、地区 安濃、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題として報告すべきところはあ

りませんでした。よろしくお願いいたします。               

 

議  長   番号８、地区 明合、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。これについても現地確認の結果、特に問題としてご報告

するべき点はありませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２から番号８につきまして、地元委員さんから異議なしということでご

ざいます。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定

をいたします。 
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       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１９ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 雲出、申請地 雲出島貫町川端、登記地目 畑、現況地目 宅

地、面積 ２５７㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和６２

年頃から住宅用地として利用していた旨の始末書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 新町、申請地 南河路備後、登記地目・現況地目とも田、面

積 ２４８㎡ 外２筆、合計面積 ７４４㎡。 

       これにつきましては、申請地を農家住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 大里、申請地 大里山室町西野々、登記地目 畑、現況地目

 宅地、面積 １９５㎡ 外１筆、合計面積 ４１１㎡。 

       これにつきましては、申請地を農業用施設用地とするものです。昭和５１年

頃から農業用倉庫及び進入路として利用していた旨の始末書の提出があります

ことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

 

       番号４、地区 大里、申請地 大里睦合町西垣内、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ７９６㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 一身田、申請地 一身田大古曽奥池ノ下、登記地目・現況地

目とも田、面積 ４６６㎡ 外６筆、合計面積 １，１７３㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は４５７．９１㎡、パネル設置率は３９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２０ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 一身田、申請地 一身田大古曽奥池ノ下、登記地目・現況地

目とも田、面積 ５５２㎡ 外３筆、合計面積 １，３９７㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は４５７．９１㎡、パネル設置率は３３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 安濃、申請地 安濃町内多山出、登記地目・現況地目とも田、

面積 ４６９㎡ 外３筆、合計面積 １，２３３㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル



 11 

設置面積は４１０．５８㎡、パネル設置率は３３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２１ページをお願いいたします。 

       番号８、地区 明合、申請地 安濃町野口平塚、登記地目・現況地目とも畑、

面積 ５０５㎡ 外２筆、合計面積 １，２２８㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は４０２．９８㎡、パネル設置率は３３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は８件、合計面積は７，２３９㎡で、このうち田が４，４７５㎡

で、畑が２，７６４㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員からの意見を伺います。 

       番号１、地区 雲出、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認をしたところ、特に問題は見当たらなかったので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２、地区 新町、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。この土地は議案第２号で承認していただきました

隣の場所でございます。地元の推進委員と現地確認をいたしました。問題ござ

いません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３と番号４、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。何ら問題はございませんでした。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   番号５と番号６、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。１１月７日に会長、部会長出席の下、現地確認を行いまし

た。番号５、番号６番ともに隣接の土地で以前から休耕田となっておりますが、

事務局説明のとおりで問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号７、地区 安濃、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に異議を報告するべき点はありませ

んでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号８、地区 明合、お願いします。 
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丸山委員   １３番、丸山です。これにつきましても現地確認の結果、特に異議を申し上

げる点はございませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１から番号８について、地元委員さんから異議のない旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号について許可をすることに決定をいた

します。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）、でございます。                           

       番号１、地区 大里、申請地 大里睦合町大掛、登記地目 畑、現況地目 宅

地、面積 ２８０㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和４５

年頃から住宅用地として使用していた旨の始末書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は２８０㎡で、全て畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現地確認させていただきました。何ら問題ございません。

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議なしということでございました。皆

さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定

をいたします。 

       次に、議案第６号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 安東、対象地 長岡町井戸、登記地目 田、現況地目 宅地、
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面積１２㎡ 外３筆、合計面積 ４７１㎡。 

       これにつきましては、令和７年１０月２９日発行の課税証明書により、対象

地に昭和５０年頃に住宅を建築し、現在に至ることが確認できます。 

  

       以上、件数は１件、合計面積は４７１㎡で、その内訳は田が１６６㎡、畑が

３０５㎡でございます。 

       この案件につきましては、農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当するこ

とから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊です。７日に地元の推進委員３名と現地確認をいたしました。問

題はございません。１名の推進委員は欠席でございまして、３名と私で確認を

いたしました。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議なしということでございます。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第６号について証明することといたします。 

       次に、議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の

規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 

       ３７ページをお願いいたします。 

       件数は１６２件、合計面積は６６６，０９６㎡で、このうち田が６３３，２

２８㎡で、畑が３０，４６９㎡、その他が２，３９９㎡でございます。 

       意見の提出につきましては、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地

であるときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農

業委員会は賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農作業常時

従事要件」、「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしているかを確認し、

意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして
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ご配慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、初めに農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限に該当する案件からご審議をお願いいたします。 

       整理番号１６から整理番号３０、並びに整理番号１４１についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この案件についていかがでしょうか。 

       整理番号１６から整理番号３０ 該当Ｐ３からＰ６            

       整理番号１４１ 該当Ｐ２８ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、これらの案件につきまして適正であると認め、農地中間管理機構

に意見書として提出することといたします。 

           委員、入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をいただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、これらの案件につきまして適正であると認め、農地中間管理機構

に意見書として提出することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもって第１１回第１農地部会を終了いたします。 

 

                                午前１０時４０分 

 

上記は、第１１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和７年  月  日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


